
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

（事業再評価）

斐伊川直轄河川改修事業

資料３－２

国土交通省 中国地方整備局

令和３年１１月１日



河川事業における再評価の実施手続について

 斐伊川直轄河川改修事業の事業再評価は、「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領（平成30年３月30日
改定）」に基づき、『斐伊川水系河川整備アドバイザー会議』において審議を行うものである。

 本会議の審議内容を中国地方整備局事業評価監視委員会に報告を予定している。

◇国土交通省所管公共事業の再評価実施要領 抜粋 （H30.3.30改定）

６ 河川整備計画の点検の手続きによる場合の取扱
河川事業、ダム事業については、河川整備計画策定後、計画内容の点検

のために 学識経験者等から構成される委員会等が設置されている場合は、
事業評価監視委員会に代えて当該委員会で審議を行うものとする。

◇河川及びダム事業の再評価実施要領細目 抜粋 （H22.4.1改定）

第６ 事業評価監視委員会
実施要領第４の１（４）又は第６の６の規定に基づいて審議が行われた場合

には、その結果を事業評価監視委員会に報告するものとする。

■「斐伊川水系河川整備アドバイザー会議」の目的

■委員名簿

鳥取・島根県知事意見照会

令和３年１１月 斐伊川水系河川整備アドバイザー会議

令和３年１２月 中国地方整備局事業評価監視委員会に報告予定

斐伊川直轄河川改修事業の再評価
（再評価実施後一定期間（５年）が経過している事業）

○審議結果

(敬称略 五十音順) ※役職等については、令和３年1１月時点 1

<オブザーバー>

（敬称略　全国地方公共団体コード順）
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成相　和弘 松江市教育委員会 　　副教育長

林　秀司 島根県立大学　総合政策学部　教授

柗見  吉晴 鳥取大学　工学部　特任教授

矢島　啓 島根大学エスチュアリー研究センター 教授
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整備計画に基づいて実施される事業のうち、事業評価の対象と
なる事業について、中国地方整備局長が設置する事業評価監視
委員会に代わって審議を行うものとする。

鳥取・島根県知事：事業継続は妥当



再評価説明の進め方

2

５．費用対効果分析

４．河川整備計画の概要

１．今後の対応方針（原案）

２．費用対効果分析の実施の判定

６．事業の整備効果

参考 斐伊川直轄河川改修事業の前回評価時との比較

３．斐伊川流域の概要

参考 貨幣換算が困難な効果等による評価

参考 費用対効果分析（感度分析）

参考 コスト縮減の可能性
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１．今後の対応方針（原案）

【今後の対応方針（原案）】

①事業の必要性等の視点

②事業の進捗の見込み

③コスト縮減や代替案立案等の可能性

1)事業を巡る社会経済情勢等の変化

2)事業の投資効果

3)事業の進捗状況

○斐伊川本川周辺は出雲市街地、大橋川周辺は松江市街地が広がっており、人口・資産の集積地となっている。
○流域内の人口は主要自治体では横ばい状態にあり、重要施設として国道9号などの幹線道路や出雲空港、JR山陰本線、島根県庁や松江市

役所などの公共施設を有している。
○斐伊川水系の関係市町が「斐伊川水系治水期成同盟会」を組織し、斐伊川水系の治水対策の促進を強く要望している。

○費用便益費（令和3年時点）全体事業(B/C)＝17.2 残事業(B/C)＝1.4

○平成22年9月30日に斐伊川水系河川整備計画策定 ○志津見ダムについては、平成23年6月より運用開始
○尾原ダムについては、平成24年3月より運用開始 ○斐伊川放水路については、平成25年6月より運用開始
○大橋川改修のうち、平成27年1月に天神川水門、令和2年10月に上追子排水機場のポンプ設備が完成
○現在、斐伊川本川の堤防整備、大橋川改修、中海湖岸堤整備を実施中
○斐伊川放水路事業における堤防整備に伴い、周辺地盤の沈下が発生し、対策が必要

○「斐伊川水系治水期成同盟会」から、治水対策のさらなる促進を要望されており、関係機関等との協力体制も構築されている。
○防災・減災、国土強靱化のための5カ年加速化対策等の予算を積極的に活用した円滑な事業進捗が見込まれる。

○関係機関等と調整し、堤防除草や河道掘削等により発生する刈草や掘削残土等の有効利用を図り、コスト縮減に努める。
○新技術・新工法を活用し建設コストを縮減するとともに、施設操作、点検の効率化等によるライフサイクルコストの縮減を図る。
○現状での事業の進捗状況並びに残事業における費用対効果も高いことから、代替案を検討する必要がない。

・斐伊川水系の治水安全度向上の必要性、費用対効果、地元の協力体制等を鑑み、継続が妥当である。
・早期の治水安全度向上に向け、引き続き事業の推進を図り、早期に完成させることが必要である。
・今後の詳細な設計や施工段階において、さらなるコスト縮減を図るとともに、環境にも配慮して事業を進め、より一層の事業

効果の発現に努める。

１．再評価の視点

２．県への意見照会結果

○鳥取県知事、島根県知事の意見：対応方針（原案）については妥当である【継続】
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２．費用対効果分析の実施の判定

変更あり
□

変化あり
□

変更あり
■

10%超え
□

増加なし
□

増加（10%以内）
□

増加（10%超え）
■

延長なし
■

延長（10%以内）
□

延長（10%超え）
□

　　
効率的でないと判断できない

□

前回評価で費用対効果分析を実施している
実施していない

□

項　　目
判　定

判断根拠 チェック欄

（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

事業目的

・事業目的に変更がない
斐伊川水系河川整備計画（平成２２年９月策定）に基づき事業を実施中。
→事業目的に変更がない

変更なし
■

外的要因

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない
判断根拠[地元情勢等の変化がない]

・主要自治体（松江市）の各種の数量の変化が少ない。
　人口　　　　   208,613人（前回H22）、  　　206,407人（今回H27）、   　  変化倍率  0.99倍
　世帯数　　    81,166世帯（前回H22）、　 82,993世帯（今回H27）、　     変化倍率  1.02倍
　事業所数     10,365事業所（前回H24）、10,128事業所（今回H28）、 変化倍率  0.98倍
　従業者数     93,944人（前回H24）、　　　94,347人（今回H28）、       変化倍率　1.00倍
→地元情勢等に変化がない（変化割合10%以内）

変化なし
■

内的要因＜費用便益分析関係＞
※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。
注）なお、下記2.～4.について、各項目が感度分析幅の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施する。

１．費用便益分析マニュアルの変更がない
判断根拠[Ｂ／Ｃの算定方法に変更がない]

・令和２年４月に治水経済調査マニュアル（案）　改定。
→B／Cの算定方法に変更がある

変更なし
□

２．需要量等の変更がない

判断根拠[需要量等の減少が10％
※

以内]

全体事業の年平均被害軽減期待額（公共土木施設等被害額を除く）：今回／前回＝
102％
前回評価時：37,378百万円
今回評価時：38,018百万円（推定値）
→需要量等の減少が10%以内

10%以内
■

３．事業費の変化

判断根拠[事業費の増加が10％
※

以内]

全体事業の事業費：今回／前回＝127％
前回評価時：111,324百万円
今回評価時：141,508百万円
→事業費の増加が10％以上

４．事業展開の変化

判断根拠[事業期間の延長が10％
※

以内]

前回評価時：平成22年～令和11年（平成41年）
今回評価時：平成22年～令和11年（平成41年）
→事業期間の延長なし

以上より、費用便益分析マニュアルの変更、事業費の変化があるため、費用対効果分析を実施するものとする。

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
判断根拠[直近３カ年の事業費の平均に対する分析費用
１％以上]
または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準
値を上回っている。

ケース１
事業費直近３ヶ年平均（R01～R03）：4,439百万円
事業評価に要する費用：10百万円
事業費に対する評価費用割合：0.2％≦１％
→事業規模に比して費用対効果分析に要する費用は小さい

ケース２
前回評価時の感度分析下位ケース
全体事業：15.6　　残事業：2.0
→いずれも基準値1.0を上回っている。

⇒ケース１又はケース２を満足している。（ケース２のみ満足）

効率的でないと判断できる
■

・実施している
実施している

■
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３．斐伊川流域の概要

■河床勾配は上流部で約1/160～1/700、中流部で約1/1,000～1/1,200、下流部で約1/860～1/1,500で、宍道湖から美保湾までは ほぼ
水平で、大橋川の洪水は宍道湖と中海の水位差により流れる。

■宍道湖、大橋川、中海周辺には低平地が広がり、一度氾濫すると、浸水が長期間におよび甚大な被害が発生する。
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※斐伊川は宍道湖流入点を起点として作図
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流域面積 ： 2,540km2

上島地点上流 ： 895km2 (斐伊川流域の約43%)
馬木地点上流 ： 437km2（神戸川流域の約93%）

幹川流路延長 ： 153km
流域内人口 ： 約 50万人
想定氾濫区域面積： 約 240km2

想定氾濫区域人口： 約 24万人
想定氾濫区域内資産額： 約5兆4500億円

主な市町村：(鳥取) 米子市 (島根) 松江市、出雲市

流域及び氾濫域の諸元

計画高水流量配分図

斐伊川の縦断図

(

大
社
湾)

(

美
保
湾)

神
戸
川

佐
陀
川

3,900

1,650

三刀屋川

1,200 赤川(2
,4

00
)

1
10

1
,5

00

●●

●
矢
田

木次●

●菅沢

上島■

大津●

2,000（4,200）

斐伊川
宍道湖湖心

浜佐陀●

2
,5

0
0

4
,5

0
0

2
,0

0
0

大橋川

1,600

飯
梨
川

中海湖心

境水道

■：基準地点
●主要な地点
図中（）書きは神戸川の流量

（単位：m3/s）

(

大
社
湾)

(

美
保
湾)

神
戸
川

佐
陀
川

3,900

1,650

三刀屋川

1,200 赤川(2
,4

00
)

1
10

1
,5

00

●●

●
矢
田

木次●

●菅沢

上島■

大津●

2,000（4,200）

斐伊川
宍道湖湖心

浜佐陀●

2
,5

0
0

4
,5

0
0

2
,0

0
0

大橋川

1,600

飯
梨
川

中海湖心

境水道

■：基準地点
●主要な地点
図中（）書きは神戸川の流量

（単位：m3/s）

斐伊川 河川名 神戸川

上島 基準地点 馬木

1/150 計画規模 1/150

399mm/2日 計画降雨量 386mm/2日

5,100m3/s 基本高水ピーク流量 3,100m3/s

4,500m3/s 計画高水流量 2,400m3/s

600m3/s 洪水調節施設による調節流量 700m3/s

計画諸元

（H22河川現況調査）
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下流部

湖部
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上島(斐伊川)

流域図 位置図
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上流部

志津見ダム(完成)

■
馬
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■古くは、斐伊川は大社湾に流れており、斐伊川・神戸川からの流出土砂で陸化が進み、出雲平野が形成されていった。その後、江戸
時代の複数回にわたる大洪水によって斐伊川の流れは東遷し、現在の流れに至っている。

■斐伊川上流域の主要産業であった「たたら製鉄」のため、山肌を切り崩して土砂を川に流しその比重差により砂鉄を採取する

「鉄穴流し」が盛んに行われたことにより、斐伊川の河道や下流域に大量の土砂をもたらし、下流部に天井川を形成。

斐伊川流域の鉄穴流し跡地と平野の拡大

鉄穴流し跡地
鉄穴流しの影響
により堆積した
土地

鉄穴流し

斐伊川河道の変遷

約2,400年前（弥生時代）

約300年前（江戸時代）

松江市
中心部

松江市
中心部

出雲市街地

出雲市街地

日本海

宍道湖

中海

神戸川

大橋川

境水道

志津見ダム
尾原ダム

斐伊川
放水路

現在の河道

出雲市街地

松江市
中心部

３．斐伊川流域の概要（斐伊川の変遷）
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■大橋川は宍道湖に流入する斐伊川に比べて河川断面が小さいことから、洪水になると宍道湖水位が上昇し、長時間水位が低下しない。

■斐伊川本川の堤防や基礎地盤は砂質土であり、過去においても度々漏水が発生。また、本川下流部は典型的な天井川となっており、
居住地側の地盤高に対して、河床高が3～4m程度高い箇所もあるため、災害ポテンシャルが高い。

宍道湖の特性

・大橋川は宍道湖に流入する斐伊川に比べて、河川断面が小さいことから、洪水になると宍道湖水位が上昇し、長時間水位が低下しない
・宍道湖周辺には松江市などの市街地が広がり、低平地のため一度氾濫すると洪水が長期間に及び甚大な被害が発生する

斐伊川の特性

H18.7洪水の浸水状況（松江市東本町）

大橋川

国
道
９
号

天
神
川

大橋川

京
橋
川

北
田
川

北
堀
川

洪水時の水位
A － A’ HWL=H.P.+2.37m

宍道湖 中海

約
6
m

約400m

斐伊川本川 (宍道湖流入部付近)

A’

A

・斐伊川本川は、過去の鉄穴流しにより大量の土砂が河川に流されたため、河床が出雲平野より高く典型的な天井川となっており、居住地側の地盤高に対して、河床高が
3～4m程度高い箇所もある
・本川下流部には出雲市街地等を抱え、一度氾濫すると甚大な被害が発生する

河床高
居住地側地盤高

天井川の状況

斐伊川
3～4m

H18.7出水状況（斐伊川河口部）

斐伊川

大橋川 (矢田付近)

約120m

約
6
m

▽

３．斐伊川流域の概要(斐伊川の特性）
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■戦後最大の被害をもたらした昭和47年7月洪水では、宍道湖西岸で1箇所堤防が決壊し、出雲空港が浸水により10日間閉鎖したほか、下流の松江市においても一週
間にわたって浸水するなど、甚大な被害が発生。

■近年では、平成18年7月洪水において、宍道湖で観測開始以降2番目の水位を記録し、大橋川沿いの松江市で2日間にわたって 浸水が発生。
■中海・境水道では、近年においても、平成14年、平成15年、平成16年等、高潮による浸水被害が頻発。

：浸水範囲

●松江警察署

■山陰本線（松江駅）

■国道9号■一畑電車

■出雲空港

国道9号■

■JR山陰本
線

松江市役所●
国道431号

■ ＋松江赤十字病院

出雲空港の浸水状況(昭和47年7月洪水)

平成18年7月洪水時の被災状況

松江市東本町の浸水状況(平成18年7月洪水)

流量規模 流域の浸水被害

2,400m3/s

(上島地点)

家屋全半壊：12戸

床下浸水 ：1,211戸

床上浸水 ：249戸

流量規模 流域の浸水被害

2,400m3/s

(大津地点)

家屋全半壊：114戸

床下浸水 ：17,164戸

床上浸水 ：7,789戸

：堤防決壊箇所
：浸水範囲

【中海・境水道の高潮被害発生状況】

平成15年9月
米子市葭津の浸水状況

平成16年9月
松江市大海崎町の浸水状況

近年(H14,H15,H16）の浸水実績位置

浸水戸数：約25,000戸

浸水戸数：約1,500戸

●松江警察署

■山陰本線（松江駅）

■国道9号■一畑電車

■出雲空港

国道9号■

■JR山陰本
線

松江市役所●
国道431号

■ ＋松江赤十字病院

昭和47年7月洪水時の被災状況

凡例：■：実績浸水範囲

×

◎県庁

宍道湖

←斐伊川

◎県庁

←斐伊川

宍道湖

３．斐伊川流域の概要（過去の洪水被害）
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■斐伊川本川下流、宍道湖～大橋川周辺には出雲市街地、松江市街地を抱え、一度氾濫すると甚大な被害が発生。

氾濫域内の重要な公共施設

×出雲空港

松江市消防本部

斐川

宍道

松江玉造
東出雲

①主な交通網
・出雲空港，JR山陰本線，一畑電車
・国道9号，国道431号，国道54号

②主要な公共施設
・役場 ：島根県庁，松江市役所
・警察署 ：島根県警察本部
・消防本部：松江市消防本部

③その他、要配慮者利用施設
・島根県立中央病院，松江赤十字病院

松江赤十字病院

国道9号×

×国道54号

×JR山陰本線

×山陰本線（松江駅）
松江市役所●

国道431号×

×一畑電車

0.5m未満の区域
0.5～1.0m未満

1.0～2.0m未満
2.0～5.0m未満
5.0m以上

凡例（浸水深）

島根県立中央病院

島根県庁

島根県警察本部

凡例
×：主な交通網
●：主要な公共施設
●：その他、要配慮者利用施設

３．斐伊川流域の概要（氾濫域内の施設）

河川整備基本方針の計画規模（年超過確率1/150）規模
の洪水発生時の事業実施前後の浸水図のイメージ
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４．河川整備計画の概要（治水対策の考え方）

 斐伊川、神戸川、大橋川及び宍道湖・中海における沿川の土地利用、河道特性、これまでの経緯や経済性等を踏まえ、上中下流部でお互い治水機能を分担し流域
全体で治水をおこなうことが基本であり、斐伊川水系における各種治水対策は一体不可分の事業である。

 洪水時の宍道湖の水位上昇量を低減するために、宍道湖への流入量を抑制するとともに、宍道湖からの流出量を増大させる対策を実施する。

 斐伊川と神戸川については、洪水時の水位を低下させるために、洪水調節及び河道改修を行う。

 上記を踏まえた抜本的な対策として、上流部で志津見ダム及び尾原ダムを整備するとともに、中流部で斐伊川から神戸川に洪水の一部を分流する斐伊川放水路を
整備し、斐伊川本川の河道改修を実施する。また、大橋川の改修と中海・宍道湖の湖岸堤を整備する。

出雲市

雲南市

松江市

安来市 米子市

境港市

飯南町

H.P.+2.50m

奥出雲町

島根県

鳥取県

H.P.+1.30m

斐伊川水系治水事業の3点セット

•下流河川の洪水位を下げるとともに、宍道湖への流入
量を抑制するため志津見ダムと尾原ダムを整備

③志津見ダム・尾原ダムの建設

【イメージ】

志津見ダム 尾原ダム

1,600m3/sH.P.+2.50m

H.P.+1.30m

•宍道湖の流出口となる大橋川において、築堤や拡幅等
により1,600m3/sまで流下能力を向上

① 大橋川改修と中海・宍道湖の湖岸堤の整備

②斐伊川放水路の整備と斐伊川本川の改修

•宍道湖への洪水の流入量を減らすため、斐伊川から
神戸川へ洪水の一部を分流する放水路を整備
•分流された洪水を受け持つ、神戸川で引堤等を実施

2,400m3/s

4,200m3/s

2,000m3/s

4,500m3/s

2,500m3/s

斐伊川放水路

斐伊川

流域面積：2,070km2

神戸川

流域面積：470km2

斐伊川水系

流域面積：2,540km2



４．河川整備計画の概要（整備目標・期間・実施内容）
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■斐伊川水系河川整備基本方針 ： 平成14年4月策定、平成21年3月変更
■斐伊川水系河川整備計画 ： 平成22年9月策定
■整備目標・実施内容
・斐伊川本川の改修及び宍道湖湖岸堤の整備

ダム及び放水路完成後、昭和47年7月洪水が再び発生した場合に家屋浸水被害が発生する恐れのある箇所において、堤防整備または支川処理等を実施。

・人口・資産が集中する松江市街地を流れる大橋川の改修
水位低減効果が大きく、また、まちづくり計画等地域への影響が大きい上下流の狭窄部の拡幅・堤防の整備を実施。拡幅部の工事には時間を要することから、並行して家屋

浸水被害の発生を防止するための堤防の整備を実施。堤防の整備にあたっては、全体の整備効果を早期に発現するため、計画高水位までの高さで整備。計画高水位まで土
堤で築堤した後に、パラペット及び堤防嵩上げ等により計画堤防高まで整備。

・中海湖岸堤及び境水道の整備
平成14年、15年、16年と近年高潮被害が頻発している中海、境水道において、既往最高水位（平成15年9月）に対し、浸水被害の発生を防止するよう湖岸堤の整備を実施。

湖岸堤の整備にあたっては、近年の高潮により家屋浸水被害が発生した箇所（Ⅰ）から整備を実施し、その後、既往最高水位による家屋浸水が懸念される箇所（Ⅱ①）、家
屋はないが浸水被害が懸念される箇所（Ⅱ②）の順に整備を実施。

・堤防の浸透に対する安全性が著しく低い箇所での堤防強化
堤防詳細点検により把握した優先箇所について、堤防の強化対策を実施。

■整備期間 ： 目標を達成する上での事業量等を勘案し、概ね20年間

整備順序の概略工程表

ダム・放水路 (1)－①
志津見ダム・尾原ダムの建設
斐伊川放水路及び神戸川の河川整備

(3)
堤防の整備
支川合流点処理

(4) 堤防強化対策

宍道湖 (3) 湖岸堤の整備

狭窄部の拡幅（堤防の整備含む）

堤防の整備（計画高水位まで）
水門等の整備

堤防の整備（計画堤防高まで）

中海・境水道 (1)-② 湖岸堤の整備

中 期

斐伊川
本 川

大橋川

短 期

(2)

整備箇所
優先
順位

主な整備内容
河川整備計画対象期間

完成

設計協議・用地買収・補償工事等

下流部拡幅工事 上流部拡幅工事

短期整備箇所
(Ⅰ)

短中期整備箇所
(Ⅱ①)

中期整備箇所
（Ⅱ②）

↑
H22

(事業着手)

↑
R03

（評価時点）

↑
R11

(事業完了)
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４．河川整備計画の概要（進捗状況及び今後実施する内容）

■斐伊川の今後の主な事業の実施内容は、斐伊川本川・大橋川の河川整備と宍道湖・中海の湖岸堤整備などである。

実施箇所

①斐伊川本川

⑥宍道湖

⑦中海

⑤大橋川

No.
整備箇所 整備内容 進捗率

① 斐伊川本川
・堤防整備
・支川合流点処理
・堤防強化対策

約43％

② 斐伊川放水路及び神戸川
・堤防整備
・河道掘削
・分流堰整備 他

完成
（H24年度）

③ 志津見ダム ・ダム建設
完成

（H23年度）

④ 尾原ダム ・ダム建設
完成

（H23年度）

⑤ 大橋川
・築堤、護岸
・拡幅

約23％

⑥ 宍道湖 ・湖岸堤整備 0％

⑦ 中海・境水道 ・湖岸堤整備 約21％



４．河川整備計画の概要（全体事業費の変更）

全体事業費の変更

区分 費目 工種 単位 数量
金額

(百万円)
工事費 式 1 75,289

本工事費 式 1 56,071

河道掘削 千m3 944 2,639

築堤 〃 482 1,980
護岸 式 1 13,645
ドレーン工 m 15,630 3,496
分流堰 式 1 3,938
河床保護等 式 1 5,426
ダム費（尾原ダム） 式 1 10,974
ダム費（志津見ダム） 式 1 1,847
その他 式 1 12,127

付帯工事費 式 1 19,218
水門等 式 1 18,224
橋梁・道路 式 1 993

用地費及び補償費 式 1 10,883
用地費 式 1 6,278
補償費 式 1 4,604

間接経費等 25,153
事業費　計 111,324

①沈下対策の追加による増額 約 ２００億円
②※付帯工事の増額 約 ３２億円
③間接経費等 約 ７０億円
合計 約 ３０２億円

約２００億円増

約３２億円増

約７０億円増

約３０２億円増

H２８事業再評価時点

斐伊川放水路周辺の地盤沈下対策費などの追加により全体事業が約３０２億円の増額となった。

前回再評価事業費（H28再評価） 約1,113億円 → 今回再評価事業費（R3再評価） 約1,415億円

今回再評価時点

13※事業進捗にともない、関係機関協議、詳細設計を詰めた段階で橋梁・道路に係わる費用が増加した。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

(百万円)
工事費 式 1 98,507

本工事費 式 1 76,132

河道掘削 千m
3 944 2,639

築堤 〃 482 1,980
護岸 式 1 13,645
ドレーン工 m 15,630 3,496
分流堰 式 1 3,938
河床保護等 式 1 5,426
ダム費（尾原ダム） 式 1 10,974
ダム費（志津見ダム） 式 1 1,847
その他 式 1 32,188

付帯工事費 式 1 22,375
水門等 式 1 18,224
橋梁・道路 式 1 4,150

用地費及び補償費 式 1 10,883
用地費 式 1 6,278
補償費 式 1 4,604

間接経費等 32,118
事業費　計 141,508



４．河川整備計画の概要（斐伊川放水路沈下対策（沈下状況））

■斐伊川放水路事業における神戸川拡幅箇所では、旧堤の民地側に新たな堤防整備並びに新堤築堤に伴い必要とな
った地盤沈下対策を実施したが、中流部において当初想定を上回る地盤沈下が発生。
■家屋の損傷も確認されていることから、追加の沈下対策が必要となった。

拡幅部：L=9.0km 開削部：L=4.1km

堤防整備に伴う沈下影響区間
≪斐伊川放水路の概要≫
■着手：昭和56年
■完成：平成25年6月
■事業区間：13.1km

当初想定支持地盤での沈下想定

当初の想定を上回る沈下が発
生。追加の沈下対策が必要

再検討した支持地盤での沈下想定取付道路の沈下による段差

14

2k800
7k500

粘土層（Dc）

As

Aｃ

Tf

Dc

右岸3k400付近
当初施工（H9）
鋼矢板 L=26m

火山灰層(Tf）より下層の粘
土層（Dc）を支持層として
地盤対策を実施

○当初想定
火山灰層（Tf）より上層は沈下する
層として評価し、火山灰層（Tf）より
下層は比較的堅い粘土層（Dc)と判
断し、沈下は軽微と想定していた

○再検討結果
地層を再分析した結果、火山灰層(Tf）
より下層が柔らかい粘土層（Ac３）と判
断され、追加対策が必要となった

追加対策
鋼矢板 L=45m

火山灰層(Tf）より上層

に加え、下層の粘土層
（Ac３）について、追加
の地盤対策が必要

右岸3k400付近
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５．事業の費用対効果分析

項目 全体事業 残事業

便益（B1） 32,896億円 637億円

残存価値（B2） 26億円 6億円

総便益（B1+B2） 32,922億円 643億円

事業費（C1） 1,570億円 428億円

維持管理費（C2） 343億円 41億円

総費用（C1+C2） 1,913億円 469億円

費 用 便 益 比 17.2 1.4

・費用便益比（B／C）の算出
●河川改修事業に関する総便益（B）

河川改修事業に係わる便益は、洪水氾濫区域内における家屋、農作物、公共施設等に想定される被害に対して、年平均被害軽減期待値を
「治水経済調査マニュアル（業）」に基づき計上

●河川改修事業に関する総費用（C）
河川改修事業に係わる建設費及び維持管理費を計上

※社会的割引率（年4％）及びデフレータを用いて現在価値化を行い費用を算定。
※端数処理のため合計が合わない場合がある。
※中海・境水道の湖岸堤整備については、越波に対する被害軽減による便益。
※残事業の整備期間は８年であることから、当面の整備期間の費用便益比（参考値）の算出は省略する。



事業実施前 事業実施後
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６．事業の整備効果

(例) 1/150確率相当洪水が発生した場合における、全体事業実施前後との発生被害の比較

②
①

②
①

①

②

①

②

事業実施後に浸水が
解消される地域

事業実施後に浸水が
軽減される地域 事業実施後に浸水が

解消される地域

浸水面積 12,945ha

浸水世帯数 41,219世帯

被害額 21,858億円

浸水面積 8,826ha

浸水世帯数 19,438世帯

被害額 10,129億円

湛水深（m）

～ 0.5

0.5 ～ 1.0

1.0 ～ 2.0

2.0 ～ 5.0

5.0 ～

湛水深（m）

～ 0.5

0.5 ～ 1.0

1.0 ～ 2.0

2.0 ～ 5.0

5.0 ～
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【参考】 斐伊川直轄河川改修事業の前回評価時との比較

■前回評価時との比較

前回評価（H28報告） 今回評価 備考

事業諸元
志津見ダム、尾原ダム、斐伊川
放水路の建設、堤防整備、湖岸
堤整備等

同左

事業期間
平成22年～令和11年度末
（予定）（20カ年）

同左

総事業費
約1,113億円

（消費税含む）

約1,415億円

（消費税含む）

・斐伊川放水路周辺の沈下対策等の追加により事業
費増

総便益

(B)
約24,256億円
（消費税控除）

約32,922億円
（消費税控除）

・治水経済調査マニュアルの改定 (H17.4⇒R2.4)
・資産データの更新

国勢調査データ （H22⇒H27）
経済センサスデータ（H24⇒H26）
土地利用データ （H26⇒H28）

・各種資産評価単価の更新 (H28.3⇒R3.3)
・基準年度の変更（H28⇒R3）

総費用

(C)
約1,404億円
（消費税控除）

約1,913億円
（消費税控除）

・斐伊川放水路周辺の沈下対策等の追加により事業
費増

・維持管理費用の見直し
・基準年度の変更（H28⇒R3）

費用対効果

(B/C)
17.2 17.2
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■「水害の被害指標分析の手引き」に準じて河川整備による「人的被害」と「ライフラインの停止による波及被害」の軽減効果を算定
■河川整備基本方針の計画規模となる1/150確率の洪水に対して評価を実施
■河川整備基本方針の計画規模となる1/150確率の洪水が発生した場合、事業実施によって斐伊川直轄管理区間内で想定死者数が約500人

（避難率40％）、電力の停止による影響人口が約46,000人軽減されます。

想定死者数 電力の停止による影響人口

「想定死者数」の考え方
浸水による想定死者数を避難率別に推計する。
・計算メッシュ毎に、年齢別（65歳以上、未満）、居住する住宅の階数別(1階、2 階、3階以
上) に分類した人口に危険度を乗じた値の総和から想定死者数を算出する。
・既往水害における避難率は大きな幅があるため、避難率は0％、40％、80％の3つのケー

スを設定する。

（整備前）

（整備後）

河川整備基本方針の計画規模洪水における想定死者数

浸水面積

8,826ha

浸水面積

12,945ha

「電力が停止する浸水深」の考え方
浸水により停電が発生する住宅等の居住者数を推計する。
・浸水深70cmでｺﾝｾﾝﾄ（床高50cm＋ｺﾝｾﾝﾄ設置高20cm）に達し、屋内配線が停電する。
・浸水深100cm以上で、地上に設置された受変電設備（6,600V等の高圧で受電した電気

を使用に適した電圧まで降下させる設備）及び地中線と接続された路上開閉器が浸水する
ため、集合住宅等の棟全体が停電する場合がある。
・浸水深340cm以上で、受変電設備等の浸水により、棟全体が停電とならない集合住宅に

おいては、浸水深に応じて階数毎に停電が発生する。

河川整備基本方針の計画規模洪水における電力の停止による影響人数

（整備前）

（整備後）

浸水面積

12,945ha

浸水面積

8,826ha

【参考】 貨幣換算が困難な効果等による評価

注１）事業実施後（令和11年度末時点）
斐伊川水系河川整備計画【大臣管理区
間】による整備メニューがすべて完了した
状況
「洪水調節機能の向上＋河川改修事業」

注１）事業実施後（令和11年度末時点）
斐伊川水系河川整備計画【大臣管理区
間】による整備メニューがすべて完了した
状況
「洪水調節機能の向上＋河川改修事業」
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【参考】 費用対効果分析（感度分析）

◆残事業費、残工期、資産を個別に±10％変動させて、費用対便益比（B/C）を算定し、感度分析を
行った。

斐伊川直轄河川改修事業の費用対便益比（B/C）

基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

全体事業 17.2 16.8 17.6 17.3 17.2 18.8 15.6

残事業 1.4 1.3 1.5 1.4 1.4 1.5 1.2



【参考】 コスト縮減の可能性
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コスト縮減の可能性

ライフサイクルコストを意識した施設
の建設によるコスト縮減

刈草の集積・梱包作業

農協等
提供

門柱レスで安価な
フラップゲートを採用

■コスト縮減：

●関係機関等と調整し、堤防除草や河道掘削等により発生する刈草や掘削残土等の有効利用を図り、コスト縮減に努める。

●新技術・新工法を活用し建設コストを縮減するとともに、施設操作、点検の効率化等によるライフサイクルコストの縮減。

河道掘削

掘削残土や伐木材のコスト縮減

掘削土を他の公共事業へ無償提供する
や伐木材をチップ化することでコスト縮
減を図る。

スライドゲートのため
門柱や操作台が必要

フラップゲートを採用することで、門柱
や操作台が不要となる。

堤防の刈草を無償提供や高水敷を牧
草地として活用することでコストの縮減
を図る。

堤防除草等のコスト縮減

高水敷除草

堤防除草

伐木実施箇所において、牧草地として占用させること
で再繁茂が防止でき伐採等のコスト縮減を図る

他工事で使用

伐木材のチップ化



斐伊川直轄河川改修事業

〔鳥取県への意見照会と回答〕
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国中整河計第２１号 
令和３年１０月８日 

 
 鳥取県知事 様 
 
 

国土交通省 
中国地方整備局長    

                （ 公印省略 ） 
 
 
 

斐伊川水系河川整備アドバイザー会議に諮る対応方針 
(原案)の作成に係る意見照会について（依頼） 

 
 
 
 貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対するご理解、ご協力
を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省所管
公共事業の再評価実施要領（以下、「実施要領」という。）に基づき、事
業採択後一定期間が経過している事業等について、その効率性、実施過程
の透明性を確保するため、学識経験者等から構成される委員会において、
再評価に係る対応方針(原案)について審議しております。 
 このたび、斐伊川直轄河川改修事業について、「斐伊川水系河川整備ア
ドバイザー会議」を開催することとなりましたので、実施要領に基づき、
会議に諮る対応方針(原案)の作成にあたり、別紙について貴職のご意見
を承りたく依頼いたします。 
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（別紙）

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

斐伊川直轄河川改修事業 継続

■ご意見の送付期限　：　令和３年１０月２９日（金）までにお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　※様式自由

■送付先・お問い合わせ先

　中国地方整備局　河川部河川計画課

　　建設専門官　　阿部　（内線：３６１７）メールアドレス：abe-s82ak@mlit.go.jp

　　調査第一係長　藤井　（内線：３６３１）メールアドレス：fujii-t87hr@mlit.go.jp

　　ＴＥＬ：０８２－２２１－９２３１（代表）

　出雲河川事務所　

　　計画課長　　　大山　（内線：２６１）メールアドレス：ohyama-r2ea@mlit.go.jp

　　専門調査官　　篠原　（内線：２６３）メールアドレス：shinohara-h87fb@mlit.go.jp

　　ＴＥＬ：０８５３－２１－１８５０（代表）

※貴県の意見を踏まえ、「斐伊川水系河川整備アドバイザー会議」へ諮る対応方針（原案）を
　作成します。
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第２０２１００１７７７５４号 

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ６ 日 

 

 

国土交通省中国地方整備局長 様 

 

 

鳥 取 県 知 事 

                          （公印省略） 

 

   斐伊川水系河川整備アドバイザー会議に諮る対応方針（原案）の作成に係る 

意見照会について（回答） 

 

令和３年１０月８日付国中整河計第２１号で照会のあったこのことについては、意見あ

りません。 

なお、事業の執行に際しては、下記付帯意見に留意いただくとともに、できる限り経費

の縮減を図られるようお願いします。 

（担当 河川課 企画担当 大坪、加川 電話 ０８５７－２６－７３７４） 

 

記 

 

〔付帯意見〕 

中海・境水道における早期堤防整備により、近年激甚化する水害に対し沿川市町村の安

全を確保されるよう、一層の事業促進をお願いします。 
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斐伊川直轄河川改修事業

〔島根県への意見照会と回答〕
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国中整河計第２１号 
令和３年１０月８日 

 
 島根県知事 様 
 
 

国土交通省 
中国地方整備局長    

                （ 公印省略 ） 
 
 
 

斐伊川水系河川整備アドバイザー会議に諮る対応方針 
(原案)の作成に係る意見照会について（依頼） 

 
 
 
 貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対するご理解、ご協力
を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省所管
公共事業の再評価実施要領（以下、「実施要領」という。）に基づき、事
業採択後一定期間が経過している事業等について、その効率性、実施過程
の透明性を確保するため、学識経験者等から構成される委員会において、
再評価に係る対応方針(原案)について審議しております。 
 このたび、斐伊川直轄河川改修事業について、「斐伊川水系河川整備ア
ドバイザー会議」を開催することとなりましたので、実施要領に基づき、
会議に諮る対応方針(原案)の作成にあたり、別紙について貴職のご意見
を承りたく依頼いたします。 
 
 
 

26



（別紙）

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

斐伊川直轄河川改修事業 継続

■ご意見の送付期限　：　令和３年１０月２９日（金）までにお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　※様式自由

■送付先・お問い合わせ先

　中国地方整備局　河川部河川計画課

　　建設専門官　　阿部　（内線：３６１７）メールアドレス：abe-s82ak@mlit.go.jp

　　調査第一係長　藤井　（内線：３６３１）メールアドレス：fujii-t87hr@mlit.go.jp

　　ＴＥＬ：０８２－２２１－９２３１（代表）

　出雲河川事務所　

　　計画課長　　　大山　（内線：２６１）メールアドレス：ohyama-r2ea@mlit.go.jp

　　専門調査官　　篠原　（内線：２６３）メールアドレス：shinohara-h87fb@mlit.go.jp

　　ＴＥＬ：０８５３－２１－１８５０（代表）

※貴県の意見を踏まえ、「斐伊川水系河川整備アドバイザー会議」へ諮る対応方針（原案）を
　作成します。
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